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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して互いに接続された携帯端末、タグ管理装置、コンテンツ収集装置
を含む紙媒体関連情報提供システムであって、
　前記携帯端末は、カメラで撮影した紙媒体の記事から紙媒体の記事の識別情報を算出し
、
　前記タグ管理装置は、紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報との対応関
係の情報に基づいて、前記携帯端末が算出した紙媒体の記事の識別情報に対応する電子媒
体の記事の識別情報を取得し、
　前記コンテンツ収集装置は、前記タグ管理装置が取得した電子媒体の記事の識別情報を
電子媒体の記事の更新情報とともに蓄積管理する機能と、電子媒体の記事の取得時に前記
更新情報を更新する機能とを備え、電子媒体の記事の識別情報に該当する電子媒体の記事
を取得するとともに、取得した電子媒体の記事から抽出されたキーワードを含む前記紙媒
体の記事に関連する電子媒体の記事を収集してユーザ利用の端末に送信することを特徴と
する紙媒体関連情報提供システム。
【請求項２】
　前記携帯端末は、通信回線の契約情報と紙媒体の契約情報との関連付けに基づいて作成
された認証情報を前記タグ管理装置に送信し、
　前記タグ管理装置は、前記携帯端末から送られてきた前記認証情報の正当性を確認する
ことを特徴とする請求項１に記載の紙媒体関連情報提供システム。
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【請求項３】
　前記コンテンツ収集装置は、蓄積された電子媒体の記事の識別情報に該当する電子媒体
の記事を定期的に取得し、取得した電子媒体の記事の更新情報が新しい場合に、取得した
電子媒体の記事から抽出されたキーワードを含む前記紙媒体の記事に関連する電子媒体の
記事を収集して前記ユーザ利用の端末に送信することを特徴とする請求項１または２に記
載の紙媒体関連情報提供システム。
【請求項４】
　ネットワークを介して互いに接続された携帯端末、タグ管理装置、コンテンツ収集装置
を含むシステムにおける紙媒体関連情報提供方法であって、
　前記携帯端末は、カメラで撮影した紙媒体の記事から紙媒体の記事の識別情報を算出す
るステップを有し、
　前記タグ管理装置は、紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報との対応関
係の情報に基づいて、前記携帯端末が算出した紙媒体の記事の識別情報に対応する電子媒
体の記事の識別情報を取得するステップを有し、
　前記コンテンツ収集装置は、前記タグ管理装置が取得した電子媒体の記事の識別情報を
電子媒体の記事の更新情報とともに蓄積管理する機能を備え、電子媒体の記事の取得時に
前記更新情報を更新するステップと、電子媒体の記事の識別情報に該当する電子媒体の記
事を取得するとともに、取得した電子媒体の記事から抽出されたキーワードを含む前記紙
媒体の記事に関連する電子媒体の記事を収集してユーザ利用の端末に送信するステップを
有することを特徴とする紙媒体関連情報提供方法。
【請求項５】
　前記携帯端末は、通信回線の契約情報と紙媒体の契約情報との関連付けに基づいて作成
された認証情報を前記タグ管理装置に送信するステップを有し、
　前記タグ管理装置は、前記携帯端末から送られてきた前記認証情報の正当性を確認する
ステップを有することを特徴とする請求項４に記載の紙媒体関連情報提供方法。
【請求項６】
　前記コンテンツ収集装置は、蓄積された電子媒体の記事の識別情報に該当する電子媒体
の記事を定期的に取得するステップと、取得した電子媒体の記事の更新情報が新しい場合
に、取得した電子媒体の記事から抽出されたキーワードを含む前記紙媒体の記事に関連す
る電子媒体の記事を収集して前記ユーザ利用の端末に提供するステップを有することを特
徴とする請求項４または５に記載の紙媒体関連情報提供方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙媒体とインターネット上のＷｅｂサービス等の電子媒体で同時に提供され
るコンテンツについて、両者の対応関係を管理し、紙媒体で読んだ記事に関する電子媒体
で提供される更新情報や関連情報を、ユーザが明示的に検索条件を指定することなく、ユ
ーザの端末に提供するためのシステムと方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、新聞や雑誌等の紙媒体と、インターネット上のＷｅｂサービス等の電子媒体（例
えば、非特許文献１）の両者で提供される記事について、最初に紙媒体と電子媒体で同じ
内容を掲載したのち、変更・追加があった場合、電子媒体では、随時、内容の最新化が図
られるが、紙媒体では、朝夕刊といった定期的な発刊時にのみ更新された情報の提供が可
能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】日本経済新聞 電子版、インターネット＜ HYPERLINK "http://www.nikk
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ei.com/" ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｉｋｋｅｉ．ｃｏｍ＞
【非特許文献２】Ｙａｈｏｏ！デベロッパーネットワーク「キーフレーズ抽出ＡＰＩ」、
インターネット＜ HYPERLINK "http://developer.yahoo.co.jp/webapi/jlp/keyphrase/v1
/extract.html" ｈｔｔｐ：／／ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ．ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ／ｗｅｂ
ａｐｉ／ｊｌｐ／ｋｅｙｐｈｒａｓｅ／ｖ１／ｅｘｔｒａｃｔ．ｈｔｍｌ＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現状、電子媒体の新聞が普及しつつあるが、紙面の読みやすさや一覧性の良さから紙媒
体での閲覧を選択するユーザもいる。しかし、紙媒体と電子媒体間で同一記事を対応付け
る仕組みがないため、紙媒体の新聞で読んでいた記事に興味を持ち、最新情報や関連する
情報を電子媒体で取得しようとしたときに、ユーザは、自分自身で電子媒体上の対応記事
を探す必要がある。また、紙媒体の新聞や雑誌は世帯単位で利用するのに対し、電子媒体
は個人単位で利用することから、紙媒体のユーザに対して電子媒体のサービスを提供する
際は、世帯と個人（ユーザ）の関係をユーザ自身が予め登録しておく必要があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、紙媒体の
記事に興味を持ったユーザが、当該記事に関する最新情報や関連する情報を容易に取得で
きるようにするとともに、新たなユーザ情報の収集と管理を行うことなく、紙媒体のユー
ザに対して容易に電子媒体の記事を提供できる紙媒体関連情報提供システムおよび紙媒体
関連情報提供方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明は、ネットワークを介して互いに接続された携帯端末
、タグ管理装置、コンテンツ収集装置を含む紙媒体関連情報提供システムであって、前記
携帯端末は、カメラで撮影した紙媒体の記事から紙媒体の記事の識別情報を算出し、前記
タグ管理装置は、紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報との対応関係の情
報に基づいて、前記携帯端末が算出した紙媒体の記事の識別情報に対応する電子媒体の記
事の識別情報を取得し、前記コンテンツ収集装置は、前記タグ管理装置が取得した電子媒
体の記事の識別情報に基づいて前記紙媒体の記事に関連する電子媒体の記事を収集してユ
ーザ利用の端末に送信することを特徴とする。
【０００７】
　前記携帯端末は、通信回線の契約情報と紙媒体の契約情報との関連付けに基づいて作成
された認証情報を前記タグ管理装置に送信し、前記タグ管理装置は、前記携帯端末から送
られてきた前記認証情報の正当性を確認することが好ましい。また、前記コンテンツ収集
装置は、前記紙媒体の記事に関連する電子媒体の記事を定期的に収集して前記ユーザ利用
の端末に送信することが好ましい。
【０００８】
　また、本発明は、ネットワークを介して互いに接続された携帯端末、タグ管理装置、コ
ンテンツ収集装置を含むシステムにおける紙媒体関連情報提供方法であって、前記携帯端
末は、カメラで撮影した紙媒体の記事から紙媒体の記事の識別情報を算出するステップを
有し、前記タグ管理装置は、紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報との対
応関係の情報に基づいて、前記携帯端末が算出した紙媒体の記事の識別情報に対応する電
子媒体の記事の識別情報を取得するステップを有し、前記コンテンツ収集装置は、前記タ
グ管理装置が取得した電子媒体の記事の識別情報に基づいて前記紙媒体の記事に関連する
電子媒体の記事を収集してユーザ利用の端末に送信するステップを有することを特徴とす
る。
【０００９】
　前記携帯端末は、通信回線の契約情報と紙媒体の契約情報との関連付けに基づいて作成
された認証情報を前記タグ管理装置に送信するステップを有し、前記タグ管理装置は、前
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記携帯端末から送られてきた前記認証情報の正当性を確認するステップを有することが好
ましい。また、前記コンテンツ収集装置は、前記紙媒体の記事に関連する電子媒体の記事
を定期的に収集して前記ユーザ利用の端末に提供するステップを有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、携帯端末のカメラで撮影した紙媒体の新聞記事の情報と電子媒体の新聞記
事の情報を関連付ける手段を提供し、紙媒体の新聞記事を携帯端末のカメラで撮影するこ
とで、電子媒体の最新記事や関連記事の提供を可能とした。これにより、従来、紙媒体の
新聞を購読するユーザにとって、興味がある記事に関する最新情報は、新聞配送時にのみ
入手可能であり、また、関連記事も、自分自身で記事の中から探す必要があったが、本発
明により、携帯端末のカメラで記事を撮影するという簡易な方法で、自分が興味のある記
事の最新情報や関連情報の入手が可能となる。
【００１１】
　また、本発明では、世帯単位で契約する固定回線（ＩＰ通信網）の契約情報と新聞の契
約情報を関連付けることで、紙媒体と電子媒体の新聞を発行するコンテンツプロバイダは
、紙媒体の新聞の契約世帯に対して、新たなユーザ情報の収集と管理を行うことなく、容
易に電子媒体の記事の提供が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る購読契約有無の確認が不要な場合の紙媒体関連情報提供システムの
一例を示すブロック図である。
【図２】購読契約有無の確認が不要な場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、紙媒
体の記事を基に電子媒体の最新情報を提供するまでの処理の流れを説明するフローチャー
トである。
【図３】本発明に係る購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムの一
例を示すブロック図である。
【図４】購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、紙媒体
の記事を基に電子媒体の最新情報を提供するまでの処理の流れを説明するフローチャート
である。
【図５】既に登録済みの記事について、更新情報を配信する処理を説明するフローチャー
トである。
【図６】購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、購読契
約有無の確認を行う場合に必要となる認証トークンを発行する処理を説明するフローチャ
ートである。
【図７】記事情報管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図８】タグ管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図９】閲覧コンテンツ一覧表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図１０】コンテンツプロバイダ管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図であ
る。
【図１１】ユーザ端末管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図１２】新聞契約管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図１３】回線契約対応表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【図１４】認証トークン発行管理表の情報が格納されたテーブルの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。本発明の紙媒体関連情報提供
システムは、ユーザが携帯端末でタグ登録を行う際に、紙媒体の新聞の購読契約の有無を
確認する必要があるか否かで、２つの構成が想定される。そこで、最初に確認が不要な場
合の構成を、次に、確認が必要な場合の構成を説明する。
【００１４】
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　図１は、本発明に係る購読契約有無の確認が不要な場合の紙媒体関連情報提供システム
の一例を示すブロック図である。図１に示す紙媒体関連情報提供システムは、携帯端末１
と、タグ管理装置２と、コンテンツ収集装置３と、コンテンツプロバイダ４と、メッセー
ジ配信装置５と、ＨＧＷ（ホームゲートウェイ）６と、メッセージ表示装置７から構成さ
れる。携帯端末１と、タグ管理装置２と、コンテンツ収集装置３と、コンテンツプロバイ
ダ４は、インターネット１００に接続されている。メッセージ配信装置５は、インターネ
ット１００とＩＰ通信網２００に接続されている。メッセージ表示装置７は、ＨＧＷ（ホ
ームゲートウェイ）６を介してＩＰ通信網２００に接続されている。インターネット１０
０およびＩＰ通信網２００に接続された上述した各装置は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ等を有しており、各装置の機能は、ＲＯＭに記憶されたソフトウェア（プログラム
）を実行することによって、実現される。
【００１５】
　図１に示す紙媒体関連情報提供システムでは、タグ管理装置２が携帯端末１から取得し
た紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報の対応関係を管理するとともに、
コンテンツ収集装置３がその対応関係に基づいて電子媒体の記事をコンテンツプロバイダ
４から取得することで、既存のコンテンツプロバイダ４の仕組みに手を加えずに、紙媒体
の記事に関連する電子媒体の記事の取得を可能とする。
【００１６】
　携帯端末１は、移動体通信や無線ＬＡＮ等を使ってインターネットに接続する機能を有
する端末であり、紙媒体の記事を読み取るカメラ撮影部１１と、カメラ撮影部１１で読み
取った記事から記事を一意に識別する情報（記事ＩＤ）を算出する機能、および本システ
ムを利用するユーザを一意に識別するユーザＩＤと記事ＩＤの組み合わせをタグ登録要求
としてタグ管理装置２に送信する機能を有するタグ情報生成部１３と、メッセージ配信装
置５からコンテンツを受信した際にユーザに通知するとともに、そのコンテンツを表示す
るメッセージ表示部１２から構成される。
【００１７】
　タグ管理装置２は、携帯端末１から受信した記事ＩＤを、コンテンツプロバイダ４を識
別するコンテンツプロバイダＩＤとこのコンテンツプロバイダ４の有するコンテンツを一
意に識別するコンテンツＩＤとの組み合わせに変換し、一緒に受信したユーザＩＤと合わ
せて蓄積管理する機能と、このコンテンツプロバイダＩＤとコンテンツＩＤとユーザＩＤ
の組み合わせをコンテンツ収集装置３に送信する機能を有するタグ情報管理部２１で構成
される。
【００１８】
　コンテンツ収集装置３は、タグ管理装置２から受信したＩＤのうち、コンテンツプロバ
イダＩＤとコンテンツＩＤの組み合わせを蓄積管理する機能と、これらのＩＤを用いてコ
ンテンツプロバイダ４からコンテンツを取得する機能と、取得したコンテンツを、メッセ
ージ配信装置５を介して、これらのＩＤとともにタグ管理装置２から受信したユーザＩＤ
で指定されたユーザの携帯端末１に送信する機能と、蓄積されたコンテンツプロバイダＩ
ＤとコンテンツＩＤの組み合わせを定期的にチェックし、これらのＩＤに関連する更新情
報や関連情報をコンテンツプロバイダ４から取得して、メッセージ配信装置５を介してユ
ーザの携帯端末１に送信する機能を有するコンテンツ収集部３１で構成される。
【００１９】
　ＨＧＷ（ホームゲートウェイ）６は、紙媒体の新聞の契約者の自宅に設置され、ＩＰ通
信網２００に接続されている。
【００２０】
　メッセージ配信装置５は、ユーザごとに予め定められたルールに基づき、そのユーザの
携帯端末１やユーザが所属する世帯のメッセージ表示装置７に対してメッセージを送信す
る機能を有するメッセージ配信部５１と、ユーザごとのメッセージの送信先端末を管理す
る機能を有する配信先管理部５２から構成される。
【００２１】
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　メッセージ表示装置７は、ＨＧＷ６に接続され、メッセージ配信装置５からＩＰ通信網
２００経由でメッセージを受信した際にユーザに通知するとともに、そのコンテンツを表
示する機能を有するメッセージ表示部７１で構成される。
【００２２】
　コンテンツプロバイダ４は、電子媒体での新聞記事をコンテンツとして提供する事業者
や、それ以外の関連するコンテンツを提供する事業者のＷｅｂサイトである。
【００２３】
　図２は、購読契約有無の確認が不要な場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、紙
媒体の記事を基に電子媒体の最新情報を提供するまでの処理の流れを説明するフローチャ
ートである。図２に示すフローチャートでは、まずステップ１０１（Ｓ１０１）で、携帯
端末１のタグ情報生成部１３が、携帯端末１内蔵のカメラ撮影部１１で撮影した記事画像
から記事ＩＤを算出する。具体的に画像から記事ＩＤを算出する手法としては、ＱＲコー
ド（登録商標）を用いるものや、紙媒体の書籍の画像からページや行を算出するＫａｐｐ
ａｎ技術（http://www.waza.jp/contents/report/03/04.html）等が適用可能である。例
えば、Ｋａｐｐａｎ技術を用いる場合、ステップ１０１では、カメラ撮影部１１で撮影し
た記事画像を、図１のブロック図には記載されていないＫａｐｐａｎ処理サーバに送信す
る。このＫａｐｐａｎ処理サーバは、紙媒体の新聞記事をデータベース化したものを保持
しており、受信した画像をＯＣＲ処理してテキスト化して、このテキストに合致する紙媒
体の新聞記事の日付やページ、ページ中の位置をＤＢ（データベース）から算出し、この
位置を同じくＤＢに登録されている記事ＩＤに変換して携帯端末１に送り返すことで記事
ＩＤを取得する。
                                                                                
【００２４】
　ステップ１０２で、タグ情報生成部１３は、ユーザが入力するユーザＩＤと記事ＩＤと
を一緒にタグ情報管理部２１に送信する。ステップ１０３で、タグ情報管理部２１は、図
７に例示する記事情報管理表を用いて、記事ＩＤから対応するコンテンツプロバイダＩＤ
とコンテンツＩＤの組み合わせを取得する。ステップ１０４で、ユーザＩＤと、コンテン
ツプロバイダＩＤと、コンテンツＩＤと、タグ受信日時との組み合わせを図８に例示する
タグ管理表に登録する。次に、ステップ１０５で、タグ情報管理部２１は、ユーザＩＤと
、コンテンツプロバイダＩＤと、コンテンツＩＤとをコンテンツ収集部３１に通知し、ス
テップ１０６で、これを受信したコンテンツ収集部３１は、コンテンツプロバイダＩＤと
、コンテンツＩＤと、登録日時を、図９に例示する閲覧コンテンツ一覧表に登録する。ス
テップ１０７で、コンテンツ収集部３１は、図１０に例示するコンテンツプロバイダ管理
表を用いコンテンツプロバイダＩＤからコンテンツプロバイダ４のアクセス用ＵＲＬを取
得し、コンテンツＩＤに該当する記事コンテンツを取得する。ステップ１０８で、コンテ
ンツ収集部３１は、取得した記事コンテンツからキーワードを抽出し、それを用いてコン
テンツプロバイダ４からキーワードを含むコンテンツを検索し、関連記事コンテンツを取
得する。なお、記事コンテンツからキーワードを取得する手法としては、一般的なキーワ
ード抽出ツール（例えば、非特許文献２等）を利用することを想定する。
【００２５】
　次に、ステップ１０９で、コンテンツ収集部３１は、ユーザＩＤと、ステップ１０７で
取得した記事コンテンツと、ステップ１０８で取得した関連記事コンテンツとをメッセー
ジ配信部５１に送信する。ステップ１１０で、メッセージ配信部５１は、ユーザＩＤを基
に、配信先管理部５２の図１１に例示するユーザ端末管理表から該当ユーザの送信先アド
レスを取得し、送信先が携帯端末１の場合は、インターネット１００経由で携帯端末１の
メッセージ表示部１２に対して、また、送信先が家庭内のメッセージ表示装置７の場合は
、ＩＰ通信網２００経由でメッセージ表示装置７のメッセージ表示部７１に対して、記事
コンテンツと関連記事コンテンツを送信する。なお、ユーザは、携帯端末１とメッセージ
表示装置７の両方を登録しておくことも可能である。最後に、ステップ１１１で、コンテ
ンツを受信した携帯端末１のメッセージ表示部１２、またはメッセージ表示装置７のメッ
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セージ表示部７１は、メッセージの到着をユーザに知らせるとともに、記事コンテンツと
関連記事コンテンツを表示する。
【００２６】
　図３は、本発明に係る購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムの
一例を示すブロック図である。図３に示す紙媒体関連情報提供システムは、携帯端末１と
、タグ管理装置２と、コンテンツ収集装置３と、コンテンツプロバイダ４と、メッセージ
配信装置５と、ＨＧＷ（ホームゲートウェイ）６と、メッセージ表示装置７と、ユーザ管
理装置８と、回線情報通知装置９から構成される。携帯端末１と、コンテンツ収集装置３
と、コンテンツプロバイダ４は、インターネット１００に接続されている。タグ管理装置
２は、インターネット１００とＩＰ通信網２００に接続されている。メッセージ配信装置
５と、ユーザ管理装置８と、回線情報通知装置９は、ＩＰ通信網２００に接続されている
。メッセージ表示装置７と、携帯端末１は、ＨＧＷ（ホームゲートウェイ）６を介してＩ
Ｐ通信網２００に接続されている。インターネット１００およびＩＰ通信網２００に接続
された上述した各装置は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を有しており、各装置の
機能は、ＲＯＭに記憶されたソフトウェア（プログラム）を実行することによって、実現
される。
【００２７】
　図３に示す紙媒体関連情報提供システムでは、タグ管理装置２が、携帯端末１から取得
した紙媒体の記事の識別情報と電子媒体の記事の識別情報の対応関係を管理するとともに
、コンテンツ収集装置３がその対応関係に基づいて電子媒体の記事をコンテンツプロバイ
ダ４から取得することで、既存のコンテンツプロバイダ４の仕組みに手を加えずに、紙媒
体の記事に関連する電子媒体の記事の取得を可能とし、また、ＨＧＷ６の無線ＬＡＮに接
続された携帯端末１に対し、ユーザ管理装置８が発行した認証情報を送り込むことにより
、携帯端末１がインターネット１００に接続された際、この認証情報をタグ管理装置２や
コンテンツ収集装置３に提示することで、紙媒体の新聞を購読する世帯に属する人が保持
する携帯端末１のみから本サービスの利用を可能とする。
【００２８】
　携帯端末１は、移動体通信や無線ＬＡＮ等を使ってネットワークに接続する機能を有す
る端末で、紙媒体の記事を読み取るカメラ撮影部１１と、カメラ撮影部１１で読み取った
記事から記事を一意に識別する情報（記事ＩＤ）を算出する機能、および本システムを利
用するユーザを一意に識別するユーザＩＤと記事ＩＤの組み合わせをタグ登録要求として
タグ管理装置２に送信する機能を有するタグ情報生成部１３と、メッセージ配信装置５か
らコンテンツを受信した際にユーザに通知するとともに、そのコンテンツを表示するメッ
セージ表示部１２と、正当な認証トークンを保持していない際にＩＰ通信網２００経由で
認証トークン取得要求によりユーザ管理装置８から認証トークンを取得して蓄積する機能
、およびタグ情報生成部１３からの要求に応じて保存している認証トークンを渡す機能を
有する認証情報保存部１４から構成される。
【００２９】
　タグ管理装置２は、携帯端末１から受信した記事ＩＤを、コンテンツプロバイダ４を識
別するコンテンツプロバイダＩＤとこのコンテンツプロバイダ４の有するコンテンツを一
意に識別するコンテンツＩＤとの組み合わせに変換し、一緒に受信したユーザＩＤと合わ
せて蓄積管理する機能、およびこのコンテンツプロバイダＩＤとコンテンツＩＤとユーザ
ＩＤの組み合わせをコンテンツ収集装置３に送信する機能を有するタグ情報管理部２１と
、認証トークンの正当性を確認して結果を返す機能を有する認証情報確認部２２から構成
される。
【００３０】
　コンテンツ収集装置３は、タグ管理装置２から受信したＩＤのうち、コンテンツプロバ
イダＩＤとコンテンツＩＤの組み合わせを蓄積管理する機能と、これらのＩＤを用いてコ
ンテンツプロバイダ４からコンテンツを取得する機能と、取得したコンテンツを、メッセ
ージ配信装置５を介して、これらのＩＤとともにタグ管理装置２から受信したユーザＩＤ
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で指定されたユーザの携帯端末１に送信する機能と、蓄積されたコンテンツプロバイダＩ
ＤとコンテンツＩＤの組み合わせを定期的にチェックし、これらのＩＤに関連する更新情
報や関連情報をコンテンツプロバイダ４から取得して、メッセージ配信装置５を介してユ
ーザの携帯端末１に送信する機能を有するコンテンツ収集部３１で構成される。
【００３１】
　ユーザ管理装置８は、携帯端末１からＩＰ通信網２００経由で受け取った認証トークン
取得要求に対して、新たな認証トークンを生成して返す機能、および認証トークンの生成
履歴を蓄積・管理する機能を有する認証情報管理部８１と、世帯ごとの紙媒体の新聞の契
約情報を管理する機能を有するユーザ情報管理部８２から構成される。
【００３２】
　ＨＧＷ６は、紙媒体の新聞の契約者の自宅に設置され、ＩＰ通信網２００に接続される
とともに、契約者と同一世帯の構成員の携帯端末のみから利用可能な無線ＬＡＮのアクセ
スポイント機能を有する。
【００３３】
　回線情報通知装置９は、ＩＰ通信網２００を提供する事業者が保有するもので、ＩＰ通
信網２００からＨＧＷ６に付与されているＩＰアドレスを入力すると、ＨＧＷ６を利用し
ているＩＰ通信網２００の契約者の識別情報を出力する機能を有する（例えば、ＮＴＴ東
日本のフレッツ光ネクストが提供する回線情報通知機能等）。
【００３４】
　メッセージ配信装置５は、ユーザごとに予め定められたルールに基づき、そのユーザの
携帯端末１やユーザが所属する世帯のメッセージ表示装置７に対してメッセージを送信す
る機能を有するメッセージ配信部５１と、ユーザごとのメッセージの送信先端末を管理す
る機能を有する配信先管理部５２から構成される。
【００３５】
　メッセージ表示装置７は、ＨＧＷ６に接続され、メッセージ配信装置５からＩＰ通信網
２００経由でメッセージを受信した際にユーザに通知するとともに、そのコンテンツを表
示する機能を有するメッセージ表示部７１で構成される。
【００３６】
　コンテンツプロバイダ４は、電子媒体での新聞記事をコンテンツとして提供する事業者
や、それ以外の関連するコンテンツを提供する事業者のＷｅｂサイトである。
【００３７】
　図４は、購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、紙媒
体の記事を基に電子媒体の最新情報を提供するまでの処理の流れを説明するフローチャー
トである。図４に示すフローチャートでは、まずステップ２０１（Ｓ２０１）で、携帯端
末１のタグ情報生成部１３が、携帯端末１内蔵のカメラ撮影部１１で撮影した記事画像か
ら記事ＩＤを算出する。具体的に画像から記事ＩＤを算出する手法としては、ＱＲコード
を用いるものや、紙媒体の書籍の画像からページや行を算出するＫａｐｐａｎ技術（http
://www.waza.jp/contents/report/03/04.html）等が適用可能である。例えば、Ｋａｐｐ
ａｎ技術を用いる場合、ステップ２０１では、カメラ撮影部１１で撮影した記事画像を、
図３のブロック図には記載されていないＫａｐｐａｎ処理サーバに送信する。このＫａｐ
ｐａｎ処理サーバは、紙媒体の新聞記事をデータベース化したものを保持しており、受信
した画像をＯＣＲ処理してテキスト化して、このテキストに合致する紙媒体の新聞記事の
日付やページ、ページ中の位置をＤＢから算出し、この位置を同じくＤＢに登録されてい
る記事ＩＤに変換して携帯端末１に送り返すことで記事ＩＤを取得する。
【００３８】
　ステップ２０２で、タグ情報生成部１３は、認証情報保存部１４から認証トークンを取
得し、記事ＩＤと一緒にタグ情報管理部２１に送信する。なお、認証情報保存部１４に認
証トークンが保存されていなかった場合、認証情報保存部１４は、認証情報管理部８１か
ら認証トークンを取得するが、その処理は図６で説明する。ステップ２０３では、これを
受信したタグ情報管理部２１が、認証情報確認部２２を用いて認証トークンの正当性を確
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認する。ステップ２０４で、認証情報確認部２２は、認証トークンの署名がユーザ管理装
置８で行われたものであるか、および認証トークン中の有効期限が過ぎていないかを確認
し、正当な認証トークンであるかを判断する。
【００３９】
　正当な認証トークンでなければ、ステップ２１６でタグ情報管理部２１が、タグ情報生
成部１３に不正な認証トークンであることを通知し、ステップ２１７でタグ情報生成部１
３から依頼を受けた認証情報保存部１４が、認証情報管理部８１から新たな認証トークン
を取得し、再度ステップ２０２から処理を再開する。なお、認証トークンの取得処理は図
６で説明する。一方、正当な認証トークンであれば、ステップ２０５で、タグ情報管理部
２１は、図７に例示する記事情報管理表を用いて、記事ＩＤから対応するコンテンツプロ
バイダＩＤとコンテンツＩＤの組み合わせを取得する。ステップ２０６では、新聞の契約
状況を確認するため、認証トークンから取り出した世帯ＩＤとコンテンツプロバイダＩＤ
の組み合わせが図１２に例示する新聞契約管理表に存在するかを確認し、存在しない場合
は、未契約として処理を終了して、タグ情報生成部１３にエラーを返す。契約が存在する
場合、ステップ２０８で、認証トークンから取り出したユーザＩＤ、コンテンツプロバイ
ダＩＤ、コンテンツＩＤおよびタグ受信日時の組み合わせを図８に例示するタグ管理表に
登録する。
【００４０】
　次に、ステップ２０９で、タグ情報管理部２１は、ユーザＩＤと、コンテンツプロバイ
ダＩＤと、コンテンツＩＤとをコンテンツ収集部３１に通知して、ステップ２１０で、こ
れを受信したコンテンツ収集部３１は、コンテンツプロバイダＩＤと、コンテンツＩＤと
、登録日時を図９に例示する閲覧コンテンツ一覧表に登録する。ステップ２１１で、コン
テンツ収集部３１は、図１０に例示するコンテンツプロバイダ管理表を用いコンテンツプ
ロバイダＩＤからコンテンツプロバイダ４のアクセス用ＵＲＬを取得し、コンテンツＩＤ
に該当する記事コンテンツを取得する。ステップ２１２で、コンテンツ収集部３１は、取
得した記事コンテンツからキーワードを抽出し、それを用いてコンテンツプロバイダ４か
らキーワードを含むコンテンツを検索し、関連記事コンテンツを取得する。なお、記事コ
ンテンツからキーワードを取得する手法としては、一般的なキーワード抽出ツール（例え
ば、非特許文献２等）を利用することを想定する。
【００４１】
　次に、ステップ２１３で、コンテンツ収集部３１は、ユーザＩＤと取得した記事コンテ
ンツと関連記事コンテンツとをメッセージ配信部５１に送信する。ステップ２１４で、メ
ッセージ配信部５１は、ユーザＩＤを基に、配信先管理部５２の図１１に例示するユーザ
端末管理表から該当ユーザの送信先アドレスを取得し、送信先が携帯端末１の場合は、イ
ンターネット１００経由で携帯端末１のメッセージ表示部１２に対して、また、送信先が
家庭内のメッセージ表示装置７の場合は、ＩＰ通信網２００経由でメッセージ表示装置７
のメッセージ表示部７１に対して、記事コンテンツと関連記事コンテンツを送信する。な
お、ユーザは、携帯端末１とメッセージ表示装置７の両方を登録しておくことも可能であ
る。最後に、ステップ２１５で、コンテンツを受信した携帯端末１のメッセージ表示部１
２、またはメッセージ表示装置７のメッセージ表示部７１は、メッセージの到着をユーザ
に知らせるとともに、記事コンテンツと関連記事コンテンツを表示する。
【００４２】
　図５は、既に登録済みの記事について、更新情報を配信する処理を説明するフローチャ
ートである。図５示す処理は、購読契約有無の確認が不要な場合の紙媒体関連情報提供シ
ステムと、購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムとで、同じ処理
となる。ステップ３０１（Ｓ３０１）でコンテンツ収集部３１は、閲覧コンテンツ一覧表
中のすべてのレコードを取得して、各レコードに対して以下の処理を行う。ステップ３０
３では、コンテンツ収集部３１は、コンテンツプロバイダ管理表を用いてレコード中のコ
ンテンツプロバイダＩＤからコンテンツプロバイダ４のアクセス用ＵＲＬを取得し、同じ
くレコード中のコンテンツＩＤに該当する記事コンテンツを取得する。
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【００４３】
　ステップ３０４で、コンテンツ収集部３１は、取得したコンテンツの更新日時とレコー
ド中のコンテンツ更新日時を比較し、両者が同じ場合は、次のレコードの処理に進む。取
得したコンテンツの更新日時の方が新しい場合、ステップ３０６で、コンテンツ収集部３
１は、レコード中のコンテンツ更新日時を、取得したコンテンツの更新日時に変更する。
ステップ３０７では、コンテンツ収集部３１は、図２の場合と同じ手法でコンテンツから
キーワードを抽出し、それを用いてコンテンツプロバイダ４からキーワードを含むコンテ
ンツを検索し、関連記事コンテンツとして取得する。次に、ステップ３０８で、コンテン
ツ収集部３１は、コンテンツプロバイダＩＤとコンテンツＩＤ、および取得した記事コン
テンツと関連記事コンテンツをメッセージ配信部５１に送信する。
【００４４】
　ステップ３０９で、メッセージ配信部５１は、コンテンツプロバイダＩＤとコンテンツ
ＩＤを基に、タグ情報管理部２１のタグ管理表からこの記事を登録しているユーザのユー
ザＩＤリストを取得し、それぞれのユーザＩＤに対して以下の処理を行う。ステップ３１
０では、ユーザＩＤを基に、配信先管理部５２のユーザ端末管理表から該当ユーザの送信
先アドレスを取得し、送信先が携帯端末１の場合は、インターネット１００経由で携帯端
末１のメッセージ表示部１２に対して、また、送信先が家庭内のメッセージ表示装置７の
場合は、ＩＰ通信網２００経由で、メッセージ表示装置７のメッセージ表示部７１に対し
て、記事コンテンツと関連記事コンテンツを送信する。なお、ユーザは、携帯端末１とメ
ッセージ表示装置７の両方を登録しておくことも可能である。最後に、ステップ３１１で
は、コンテンツを受信した携帯端末１のメッセージ表示部１２、またはメッセージ表示装
置７のメッセージ表示部７１は、メッセージの到着をユーザに知らせるとともに、記事コ
ンテンツと関連記事コンテンツを表示する。
【００４５】
　図６は、購読契約有無の確認を行う場合の紙媒体関連情報提供システムにおいて、購読
契約有無の確認を行う場合に必要となる認証トークンを発行する処理を説明するフローチ
ャートである。なお、本発明では、認証トークンの発行は、携帯端末１が自宅のＨＧＷ６
に無線ＬＡＮ接続されている場合にのみ可能である。ステップ４０１（Ｓ４０１）で、認
証情報保存部１４は、ＩＰ通信網２００経由で認証情報管理部８１にユーザＩＤと携帯端
末１の端末ＩＤを送信する。なお、この送信の際に、認証情報管理部８１は、ユーザＩＤ
を用いたログイン認証を認証情報保存部１４に対して要求する方式も可能であるが、ここ
では省略する。次に、ステップ４０２では、認証情報管理部８１は、要求を送信した携帯
端末１のＩＰアドレスを回線情報通知装置９に送信し、回線情報通知装置９は、ＩＰアド
レスのプレフィックスから回線契約者ＩＤに変換して返信する。
【００４６】
　ステップ４０３で、認証情報管理部８１は、図１３に例示する回線契約対応表を用いて
回線契約者ＩＤを世帯ＩＤに変換し、ステップ４０４で、ユーザＩＤと世帯ＩＤ、および
予め定められた認証トークンの有効期限を組み合わせた情報に電子署名を付与した認証ト
ークンを生成し、認証情報保存部１４に返信するとともに、ステップ４０５で、図１４に
例示する認証トークン発行管理表に履歴を登録する。なお、電子署名の付与方法は、一般
的な手法（例えばＲＳＡ署名等）を用いて行うことを想定する。最後に、ステップ４０６
で、認証情報保存部１４は、受け取った認証トークンを保存する。
【００４７】
　次に、上述した実施形態において使用した図７～図１４の表について説明する。このう
ち、図７～図１１の表は、新聞の購入契約の確認の有無にかかわらず必要なものである。
一方、図１２～図１４の表は、新聞の購入契約の確認を行う場合にのみ必要なものである
。
【００４８】
　図７に示す記事情報管理表の情報が格納されたテーブルは、タグ情報管理部２１が保持
し、紙媒体の新聞から取得した記事ＩＤと電子媒体の記事のＩＤの対応関係を管理するも



(11) JP 5770023 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

のである。記事ＩＤは、紙媒体の新聞記事の画像情報から算出した識別子であり、コンテ
ンツプロバイダ４に依らずタグ管理装置２内で一意に記事を識別するものである。コンテ
ンツプロバイダＩＤは、紙媒体と電子媒体の新聞を提供する事業者を一意に識別するもの
である。コンテンツＩＤは、１事業者の電子媒体内で１つの新聞記事を一意に識別するも
のである。この記事情報管理表は、コンテンツプロバイダ４が紙媒体の新聞を作成した際
に紙面上の記事をもとに記事ＩＤを生成し、それと電子媒体上のコンテンツＩＤの対応関
係を登録することで作成される。
【００４９】
　図８に示すタグ管理表の情報が格納されたテーブルは、タグ情報管理部２１が保持し、
ユーザが携帯端末経由で登録した記事の情報を管理するもので、ユーザが記事を登録する
たびに１レコードが生成される。ユーザＩＤは、レコードを登録した携帯端末１のユーザ
を識別するＩＤで、本システムを利用するユーザを一意に識別するものである。タグ受信
日時は、タグ管理装置２が携帯端末１からの登録要求を受信した日時である。なお、この
表中のレコードは、タグ管理装置２によって定期的にスキャンされ、タグ受信日時が特定
の期間を過ぎたレコードは自動的に削除される。
【００５０】
　図９に示す閲覧コンテンツ一覧表の情報が格納されたテーブルは、コンテンツ収集部３
１が保持し、コンテンツ収集部３１が確認する必要があるコンテンツについて管理するも
のである。登録日時は当該レコードが登録された日時で、コンテンツ更新日時は、当該レ
コードに対応するコンテンツを収集した際に、コンテンツに設定されていた更新日時であ
る。
【００５１】
　図１０に示すコンテンツプロバイダ管理表の情報が格納されたテーブルは、コンテンツ
収集部３１が保持し、コンテンツプロバイダ４のＷｅｂサイトにアクセスする際に必要と
なる情報を管理するものである。コンテンツプロバイダ４のアクセスＵＲＬは、コンテン
ツ収集部３１が記事情報を取得する際のアクセス先ＵＲＬとなる。
【００５２】
　図１１に示すユーザ端末管理表の情報が格納されたテーブルは、配信先管理部５２が保
持し、ユーザが利用する端末を管理するもので、１レコードがユーザと端末の保有関係を
表す。ユーザＩＤは端末を保持するユーザの識別子である。端末種別はユーザが保持する
端末の種別であり、携帯端末１かメッセージ表示装置７かのどちらかの値をとる。送信先
アドレスは、端末に対してコンテンツを送信する際に利用するアドレスである。
【００５３】
　図１２に示す新聞契約管理表の情報が格納されたテーブルは、ユーザ情報管理部８２が
保持し、世帯毎の新聞の契約状況を表すもので、１レコードが１世帯と１新聞事業者との
購読契約関係を表す。世帯ＩＤは、本システム内で世帯を一意に識別するもので、コンテ
ンツプロバイダＩＤが示す事業者と新聞の購読契約をしている世帯を表す。
【００５４】
　図１３に示す回線契約対応表の情報が格納されたテーブルは、固定回線の契約者と世帯
の対応関係を管理するものである。回線契約者ＩＤは、固定回線（ＩＰ通信網）の契約者
を識別し、固定回線の提供事業者が付与するものである。世帯ＩＤは回線契約者ＩＤが示
す契約者が所属する世帯を表す。
【００５５】
　図１４に示す認証トークン発行管理表の情報が格納されたテーブルは、認証情報管理部
８１が認証情報の発行履歴を管理するためのもので、１レコードが１回の認証トークン発
行を表す。ユーザＩＤはトークンを発行したユーザを表し、端末ＩＤはトークンを発行し
た携帯端末１のＩＤを表す。世帯ＩＤは、トークンを発行した際に携帯端末１が接続して
いたＨＧＷ６の所属する世帯を表す。
【００５６】
　上述したように本発明では、紙媒体の新聞上の記事を識別するＩＤをタグ管理装置で一
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元的に付与するとともに、このＩＤと各コンテンツプロバイダの実際の記事のＩＤの対応
関係を一元管理する手段と、ユーザが登録した閲覧記事のリストに基づいてコンテンツを
収集する手段により、コンテンツプロバイダの既存システムに影響を与えることなく本発
明を利用したサービスを実現することが可能となる。また、固定回線と新聞の契約情報が
両方とも世帯単位であることを利用し、固定回線からのアクセス情報をもとにした認証ト
ークンを携帯端末に配布することで、紙媒体の新聞契約世帯の構成員は特別なユーザ認証
を行わずに電子媒体の記事を閲覧することが可能となる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　携帯端末
　２　タグ管理装置
　３　コンテンツ収集装置
　４　コンテンツプロバイダ
　５　メッセージ配信装置
　６　ＨＧＷ（ホームゲートウェイ）
　７　メッセージ表示装置
　８　ユーザ管理装置
　９　回線情報通知装置
　１１　カメラ撮影部
　１２　メッセージ表示部
　１３　タグ情報生成部
　１４　認証情報保存部
　２１　タグ情報管理部
　２２　認証情報確認部
　３１　コンテンツ収集部
　５１　メッセージ配信部
　５２　配信先管理部
　７１　メッセージ表示部
　８１　認証情報管理部
　８２　ユーザ情報管理部
　１００　インターネット
　２００　ＩＰ通信網
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